
会計年度任用職員（選挙事務）募集要領 

１ 職名 会計年度任用職員（パートタイム） 

２ 任用予定人数 
(1) 期日前投票事務等  ２０人程度 

(2) 選挙管理委員会事務局事務等  若干名 

３ 職務内容 

(1) 期日前投票事務等 

（受付・案内・名簿対照・会場設営・会場撤去・備品管理等） 

(2) 選挙管理委員会事務局事務等 

（不在者投票対応・電話対応・物品仕分・備品管理等） 

４ 応募資格 

(1) 令和４年７月執行予定の参議院議員通常選挙（選挙期日未定）が執行される

際に、今回募集する事務に従事することが可能な方 

(2) 地方公務員法第１６条に規定される次のいずれかに該当する方は応募できま

せん。 

〇 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受ける

ことができなくなるまでの方 

〇 雲南市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過し

ない方 

〇 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した方 

５ 任用期間 

(1) 期日前投票事務等 

  期日前投票期間（９日間）を含む１４日程度 

(2) 選挙管理委員会事務局事務等 

  概ね選挙期日の３０日前から５日後までのうち３０日程度 

６ 勤務場所 

(1) 期日前投票事務等 

  市内各総合センター（大東・加茂・木次・三刀屋・吉田・掛合）に設置され

るいずれかの期日前投票所 

(2) 選挙管理委員会事務局事務等 

  雲南市選挙管理委員会（雲南市役所本庁舎） 

７ 勤務日・時間 

(1) 勤務日 

  １週間当たり５日以内とし、勤務日については雲南市選挙管理委員会が定め

る。※土日に勤務となる場合があります。 

(2) 休日 

  国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日 

(3) 勤務時間 

  １日につき７時間４５分、１月当たり１７日以内、週３１時間以内、月１２

４時間以内で雲南市選挙管理委員会が定める。 

  ※１日当たりの勤務時間の割振りの例 

   ・８時３０分から１７時１５分（休憩６０分を含む。） 

   ・１１時１５分から２０時００分（休憩６０分を含む。） 

  ※時間外・休日勤務を命ずる場合があります。 
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８ 報酬等 

(1) 日額  

７,３００円を基本日額とする。（経験年数により金額が異なる場合あり。） 

※時間外勤務に該当する場合は、時間外報酬の支給があります。 

(2) 支払日 翌月１０日 

(3) 通勤手当  

距離に応じて月額にて支給。月の通期回数が１０回未満の場合は、回数に応

じて支給します。 

(4) 支払方法 指定口座への振込 

９ 社会保険 加入要件を満たす場合には、雇用保険適用 

10 公務災害 補償制度有 

11 服務 

地方公務員法上の各規定が適用となります。（法令等及び上司の職務上の命令に

従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的

行為の制限等） 

※ パートタイム会計年度任用職員は、営利企業への従事等の制限は不適用とな

り兼業可能です。 

12 応募方法等 

(1) 応募受付期間 

 令和４年５月１０日（火）から５月３１日（火）まで（任用予定者数が一定数

に達した時点で終了となります。） 

(2) 面接日程  随時 

(3) 合否決定時期  随時 

(4) 応募方法 

  上記の受付期間に写真付き履歴書（任意様式）を下記まで持参又は郵送して

ください。応募にあたり、希望される「２ 職務内容」と期日前投票事務等を

希望される場合は、希望される「６ 勤務場所」を履歴書内に明確に記載して

いただきますようお願いします。 

  ※面接日時について、別途調整させてもらいます。 

  ※職歴を洩れなく記載してください。 

  ※提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

  ※選挙の執行が決定又は濃厚となった際に、任用予定候補者の方に連絡し、

応諾された方を正式に任用します。 

  ※合否に関するお電話等でのお問い合わせにはお答えできませんので、あら

かじめご了承ください。 

【履歴書送付先（募集者）】 

 〒699-1392 雲南市木次町里方５２１番地１ 

  雲南市選挙管理委員会事務局 宛 

  ※封筒の表に「会計年度任用職員履歴書在中」と記載してください。 

13 個人情報の取

扱い 

履歴書等に記載いただいた個人情報は、雲南市会計年度任用職員の選考及び任

用に関する事務以外の目的には利用しません。 

 ※関係条例、規則等が制定改廃された場合は、上記の取扱いが変更されることがあります。 


